請　求　書（　　　　　　月分）　　　　　　　　　　令和7年度・10月接種分から使用
　　吉田町長　様　　　　　　　　　　　　　　　　＜島田市医師会＞
接種医療機関所在地
接種医療機関名
代表者　　　　　　　　　　　　　　
登録番号
　　　　　定期予防接種の業務委託に基づき接種を行ったものについて、下記のとおり請求します。
　　　年　　　月　　　日
請求金額　　　　　　　　　　　　　　　円
　　　　　　　 （内消費税　　　　　　　　　　円）
（内訳）
	[bookmark: _Hlk141090349]接種したワクチン
	内訳
	人数
	
	接種単価(税込)
	
	小計

	高齢者肺炎球菌
	自己負担金徴収（有）
	人
	×
	４，３３５円
(内消費税394円)
	＝
	円

	
	自己負担金徴収（無）※１
	人
	×
	８，５３５円
(内消費税776円)
	＝
	円

	
	自己負担金徴収（無）
（S34.4.2～S35.3.31生まれで、接種券がある方）
	人
	×
	８，５３５円
(内消費税776円)
	＝
	円

	帯状疱疹
	ビケン
	自己負担金徴収（有）
	人
	×
	４，０５６円
(内消費税369円)
	＝
	円

	
	
	自己負担金徴収（無）※１
	人
	×
	８，７５６円
(内消費税796円)
	＝
	円

	
	シングリックス
	自己負担金徴収（有）
	人
	×
	１０，０５６円
(内消費税914円)
	＝
	円

	
	
	自己負担金徴収（無）※１
	人
	×
	２１，９５６円
(内消費税1,996円)
	＝
	円

	風しん第５期
	自己負担金徴収（無）
	人
	×
	１０，４６１円
(内消費税951円)
	＝
	円

	高齢者インフルエンザ
	自己負担金徴収（有）
	人
	×
	３，８５６円
(内消費税351円)
	＝
	円

	
	自己負担金徴収（無）※１
	人
	×
	５，４５６円
(内消費税496円)
	＝
	円

	新型コロナウイルス
	自己負担金徴収（有）
	人
	×
	３，８０６円
(内消費税346円)
	＝
	円

	
	自己負担金徴収（無）※１
	人
	×
	１５，９０６円
(内消費税1,446円)
	＝
	円

	中止予診料
	人
	×
	９６０円
(内消費税87円)
	＝
	円


・請求の額は、「予防接種業務委託契約書」第３条の規定に基づく。請求書は予診票を添付のうえ、送付してください。
※１　実費徴収免除者（吉田町予防接種実費徴収規則第４条）
　　　　生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）による被保護世帯
　　災害による著しい被害及び損失その他経済的な理由により、実費を負担することが困難であると認められる世帯

（口座振込先）
	金融機関名
	
	口座種別
	普通　・　当座　・　別段

	支店名
	
	口座番号
	

	フリガナ
	

	口座名義
	


[bookmark: _Hlk176946552]【担当】吉田町健康づくり課　榛原郡吉田町住吉１５６７番地（０５４８－３２－７０００）
